
合併算定替終了後の市の普通地方交付税確保を求める意見書 

 

本市は、「平成の大合併」により大野郡５町２村が平成１７年３月３１日に合併し、 

６０３．３６k㎡と面積の広大な豊後大野市として誕生しました。 

極めて厳しい財政状況の中、住民サービスの維持を図りながら、住民と共に独自な協働の

まちづくりを進めていますが、「合併算定替」の措置については、合併後１０年間の特例期

間の後、５年間の経過措置で段階的に減額されることとなっています。 

そこで、普通交付税が一本算定となる平成３２年度以降の将来を見据えた財政基盤の確立

のため、これまで職員数の削減や公共施設の統廃合等行財政改革に取り組んでまいりました

が、合併により広域化が進み、周辺部となった旧町村地域では、人口減少に拍車がかかり、

小規模集落が増加するなど、地域の疲弊が極めて深刻な状況に直面しており、合併前の地域

課題を引継ぎつつ、多様化した合併後の新たな課題に対応するため、多額の財政需要が生じ

ています。 

そのような中、特例期間終了後は、約４０億円もの普通交付税の減額が見込まれ、歳入に

占める普通交付税の割合が４１．７％と高いため、住民サービスの低下を危惧するところで

あります。 

よって、国においては、住民サービスを維持し、将来のまちづくりを力強く推進できるよ

う、以下のとおり強く要望します。 

 

記 

 

地方交付税の財源保障機能と財政調整機能の強化を図り、広域化した新市における喫緊の

課題である地域社会の維持・活性化のため、市町村合併による算定特例の終了を踏まえた、

新たな財政需要への対策を講じること。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

平成２５年 ９月３０日 

 

   豊後大野市議会議長 小 野 泰 秀     
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